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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　自動分析装置用の試薬ソースにおいて、
　開位置と閉位置との間でスライドするシャッター式閉鎖手段を有する容器を含む試薬ソ
ースと、
　前記容器を開閉する装置と、
　を含み、
　前記装置が、
　　　前記スライド可能なシャッター式閉鎖手段の移動方向に垂直な軸を有する回転可能
なシャフトであって、いずれの方向の回転に対しても付勢されているシャフトと、
　　　開閉のために、前記容器から離れた位置から前記容器の近傍の位置まで前記シャフ
トを双方向に動かす駆動装置と、
　　　前記回転可能なシャフトの少なくとも一部に沿って前記シャフトから外に向けて延
びる延長部であって、これにより、前記容器が搬送されて前記延長部を通り過ぎるときに
、前記容器の前記シャッター式閉鎖手段と係合するように配置される、前記延長部と、
　　　を含み、
　試薬ソースが、開閉のために、前記容器を前記装置と係合させるように、かつ、前記装
置を通過するように搬送する二方向コンベアをさらに含む、
　試薬ソース。
【請求項２】



(2) JP 4987331 B2 2012.7.25

10

20

30

40

50

　請求項１記載の試薬ソースにおいて、
　いずれの方向の回転に対しても前記シャフトを付勢するねじりばねをさらに含む、試薬
ソース。
【請求項３】
　請求項１記載の試薬ソースにおいて、
　前記容器を搬送するコンベアの動作が前記容器を開けるための力を与える、試薬ソース
。
【請求項４】
　請求項１記載の試薬ソースにおいて、
　前記コンベアがターンテーブルであり、前記容器が前記ターンテーブルに配置されてお
り、前記延長部が、前記容器が移動する軌道に入るように延びる、試薬ソース。
【請求項５】
　請求項１記載の試薬ソースにおいて、
　前記閉鎖手段が、前記延長部と係合する突起部を含む、試薬ソース。
【請求項６】
　請求項５記載の試薬ソースにおいて、
　前記突起部が、前記閉鎖手段から縦方向に延びるリブである、試薬ソース。
【請求項７】
　請求項１記載の試薬ソースにおいて、
　前記閉鎖手段は、前記閉鎖手段の一部を固定するためのピンと、少なくとも１つの自由
端とを有し、前記自由端は、開位置及び閉位置の間をスライドし、前記ピン回りに回転す
る、試薬ソース。
【請求項８】
　請求項７記載の試薬ソースにおいて、
　前記容器は、個別に２つの流体を保持するために２つのチャンバーを有し、前記チャン
バーの開口部は、隣り合って並んでおり、前記閉鎖手段の一部を固定するための前記ピン
は、前記開口部の間に配置されており、前記少なくとも１つの自由端には、前記ピンの両
側にある２つの自由端が含まれ、前記２つの自由端の各々は、前記容器の各々の開口部を
塞ぐ、試薬ソース。
【請求項９】
　自動分析装置において、
　標本供給ソースと、
　標本計量供給ステーションと、
　反応容器と、
　請求項１記載の試薬ソースと、
　前記標本の特性を測定する測定機器と、
　を含む、自動分析装置。
【請求項１０】
　請求項９記載の自動分析装置において、
　いずれの方向の回転に対しても前記シャフトを付勢するねじりばねをさらに含む、自動
分析装置。
【請求項１１】
　請求項９記載の自動分析装置において、
　前記容器を搬送する前記コンベアの動作が前記容器を開くための力を与える、自動分析
装置。
【請求項１２】
　請求項９記載の自動分析装置において、
　前記コンベアがターンテーブルであり、前記容器が前記ターンテーブルに配置されてお
り、前記延長部が、前記容器の移動する軌道に入るように延びている、自動分析装置。
【請求項１３】
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　請求項９記載の自動分析装置において、
　前記閉鎖手段は、前記延長部と係合する突起部を含む、自動分析装置。
【請求項１４】
　請求項１３記載の自動分析装置において、
　前記突起部は、前記閉鎖手段から縦方向に延びるリブである、自動分析装置。
【請求項１５】
　請求項９記載の自動分析装置において、
　前記閉鎖手段は、前記閉鎖手段の一部を固定するためのピンと、少なくとも１つの自由
端とを有し、前記自由端は、開位置及び閉位置の間でスライドし、前記ピン回りに回転す
る、自動分析装置。
【請求項１６】
　請求項１５記載の自動分析装置において、
　前記容器は、個別に２つの流体を保持するために２つのチャンバーを有し、前記チャン
バーの開口部は、隣り合って並んでおり、前記閉鎖手段の一部を固定するための前記ピン
は、前記開口部の間に配置されており、前記少なくとも１つの自由端には、前記ピンの両
側にある２つの自由端が含まれ、前記２つの自由端の各々は、前記容器の各々の開口部を
塞ぐ、自動分析装置。
【請求項１７】
　容器を開閉するための方法において、
　閉位置にあり、開位置へスライド可能であるか、開位置にあり、閉位置にスライド可能
であるシャッター式閉鎖手段を有する容器を用意する段階と、
　前記容器を開閉する装置であって、
　　　前記スライド可能なシャッター式閉鎖手段の移動方向に垂直な軸を有する回転可能
なシャフトであって、いずれの方向の回転に対しても付勢されているシャフトと、
　　　開閉のために、前記容器から離れた位置から前記容器の近傍の位置まで前記シャフ
トを双方向に動かす駆動装置と、
　　　前記回転可能なシャフトの少なくとも一部に沿って、前記シャフトから外に向かっ
て延びて、中立位置において、前記コンベアの移動する軌道に入るように延びている延長
部と、
　を含む装置を用意する段階と、
　前記容器を前記装置に向けて第１の方向に搬送する段階と、
　前記容器が前記装置を通り過ぎるときに前記延長部を前記シャッター式閉鎖手段と係合
させ、これにより前記延長部が前記閉鎖手段を閉じた位置から開いた位置まで、または、
開いた位置から閉じた位置までスライドさせる段階と、
　を含む、方法。
【請求項１８】
　請求項１７記載の方法において、
　前記延長部と前記シャフトは、前記シャッター式閉鎖手段と係合しながら、前記容器の
移動方向に回転する、方法。
【請求項１９】
　請求項１８記載の方法において、
　前記延長部および前記シャフトは、前記閉鎖手段から外れ、前記延長部および前記シャ
フトは、外れた後に前記中立位置に回転して戻る、方法。
【発明の詳細な説明】
【開示の内容】
【０００１】
〔発明の背景〕
　本発明は、スライド可能なシャッター式閉鎖手段を有する容器の開閉に関する。特に、
自動分析装置における試薬パックの開閉に関するものである。
【０００２】



(4) JP 4987331 B2 2012.7.25

10

20

30

40

50

　公知の診断分析装置には、オルソ－クリニカル・ダイアグノスティック・インコーポレ
ーテッド(Ortho-Clinical Diagnostics, Inc.)が販売しているVitros（登録商標）ECi免
疫診断分析装置のような免疫診断分析装置や臨床化学分析装置がある。この種の分析装置
には、様々な検査を行うための試薬のソースがある。ほとんどの場合、試薬は、着脱可能
な閉鎖手段を有する容器に保管されている。この容器は、蒸発を抑え、かつ、分析装置に
おいて安定に保管するために、試薬にアクセスする度に開閉される。例えば、図１に示す
ような試薬パック用容器が、オルソ－クリニカル・ダイアグノスティック・インコーポレ
ーテッドが販売しているVitros（登録商標）ECi免疫診断分析装置で用いられている。図
１に示した容器のシャッター式閉鎖手段は、そのシャッター式閉鎖手段の上に配置された
開閉器により開閉される。稼働時には、この開閉器がシャッターの上に降下し、シャッタ
ーと係合して回転し、容器を開ける。この種の開閉器は、オルソ－クリニカル・ダイアグ
ノスティック・インコーポレーテッドが２００１年４月５日に発行した、発行番号ＳＭ３
３５４－６、「Vitros ECi免疫診断装置用サービスマニュアル－試薬供給部(Service Man
ual for the Vitros ECi Immunodiagnostic System  Reagent Supply) 」に記載されてお
り、このサービスマニュアルは、言及することによりその全部が組み込まれる。この種の
開閉器では、比較的構造が複雑であることに加え、試薬パック用容器が所定位置まで動か
され、完全に停止することが必要とされる。開閉器は、次に、停止した試薬パックと係合
し、そのパックを開ける。次に、試薬パックは、試薬計量供給ステーションまで回され、
ここで、試薬が試薬吸引プローブを用いて吸引される。試薬パックは、次に開閉器まで戻
るよう回され、そこで開閉器がシャッター式閉鎖手段と係合して、試薬パックを閉じる。
【０００３】
　診断分析装置において、分析装置のスループット、つまり、一時間当たりに行われる検
査の回数は、競争上、重要な優位性となる。しかし、分析装置は、その中で最も遅いシス
テムと同じ速さにしかならない。例えば、分析装置のインキュベータが毎時１８０回の検
査を処理できても、試薬供給部が毎時９０回の検査分の試薬しか供給できなければ、装置
は、必然的に毎時９０回の検査に制限される。
【０００４】
　前述した公知の開閉器では、開閉器がシャッター式オープナー／クロージャーに係合す
るには、試薬パックを停止させる必要があることから、試薬にアクセスする速さに限界が
ある（そしてそれ故に、分析装置のスループットに限界がある）。試薬計量供給プローブ
を洗浄する必要性その他のいろいろな要因のなかで、試薬パックを開けるのが遅いという
ことが、試薬の計量供給全体の遅さの原因となっている。例えば、これらのパックを開閉
するのに用いている現行の方法では、８秒かかる。非使い捨て型の試料計量システムを用
いている現行のシステムでは、パックを開閉する８秒は、試薬計量プローブを洗浄してい
る間にパックの開閉を行うことから、大したことはない。チップを使い捨てにする試薬計
量供給システムの方が都合がよい場合、プローブが洗浄されなくなり、アッセイ処理を遅
延させることなくパックを開閉するのに利用できる時間がなくなる。チップを使い捨てに
する試薬計量供給システムの場合、パックの開閉は、スループット改善の障害となる。
【０００５】
　公知である他の開閉器には、容器開閉に関する米国特許第５，１６７，１７２号および
第４，７６２，０２９号に記載されたものがある。
【０００６】
　上記した公知技術のいずれも、上記問題、特に比較的簡単で、効率的で、かつ、迅速な
方法で容器を開閉するという問題の解決に適切に対処していない。このような理由から、
比較的簡単で、効率的で、かつ、迅速に容器を開閉できる容器開閉器に対するニーズがあ
る。
【０００７】
〔発明の概要〕
　本発明は、容器を開閉するための時間を短縮することに関する前述の問題を解決する方
法に向けられたものである。
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【０００８】
　本発明の一態様は、通過していくスライド可能なシャッター式閉鎖手段を有する容器を
開閉するための装置に向けられている。この装置は、スライド可能なシャッターの移動方
向に垂直な軸を有し、いずれの方向の回転に対しても付勢されている回転可能なシャフト
と、開閉のために、容器から離れた位置から容器の近傍の位置までシャフトを双方向に動
かす駆動装置と、回転可能なシャフトの少なくとも一部に沿って、そのシャフトから外に
向けて移動の軌道に入るように広がり、これにより、容器のシャッター式閉鎖手段と係合
し、シャッター式閉鎖手段を開位置から閉位置まで、または閉位置から開位置まで動かす
拡張部とを有する。
【０００９】
　本発明の別の態様では、自動分析装置用の試薬ソースが提供される。この試薬ソースは
、開位置と閉位置との間でスライドするシャッター式閉鎖手段を有する容器を備えた試薬
ソースと、容器を開閉する装置とを備えている。この装置は、スライド可能なシャッター
の移動方向に垂直な軸を有し、いずれの方向の回転に対しても付勢されている回転可能な
シャフトと、開閉のために、容器から離れた位置から容器の近傍の位置までシャフトを双
方向に動かす駆動装置と、回転可能なシャフトの少なくとも一部に沿ってそのシャフトか
ら外に向けて広がっている拡張部であって、容器が搬送されて拡張部を通り過ぎるときに
、その容器のシャッター式閉鎖手段と係合するように配置されている拡張部と、開閉のた
めに、前記容器を前記装置と係合させるように、かつ、前記装置を通過させるように搬送
する二方向コンベアとを有する。
【００１０】
　本発明のさらに別の態様では、自動分析装置が提供される。この自動分析装置は、標本
供給ソースと、標本計量供給ステーションと、反応容器と、上記の試薬ソースと、標本の
特性を測定する測定機器とを有する。
【００１１】
　本発明のさらに別の態様では、容器および容器開閉器の組み合わせが提供される。この
組み合わせには、スライド可能なシャッター式閉鎖手段を有する容器と、容器を開閉する
装置とが含まれている。装置は、スライド可能なシャッターの移動方向に垂直な軸を有す
る後退可能で回転可能なシャフトであって、いずれの方向の回転に対しても付勢されてい
るシャフトと、回転可能なシャフトの少なくとも一部に沿ってそのシャフトから外に向か
って延びている拡張部であって、容器のシャッター式閉鎖手段と係合するようになってい
る拡張部とを有する。
【００１２】
　本発明のさらに別の態様では、容器を開閉するための方法が提供される。この方法は、
閉位置にあり、開位置へスライド可能であるか、開位置にあり、閉位置にスライド可能で
あるシャッター式閉鎖手段を有する容器を用意する段階と、容器を開閉する装置であって
、スライド可能なシャッターの移動方向に垂直な軸を有し、いずれの方向の回転に対して
も付勢されている回転可能なシャフトと、開閉のために、容器から離れた位置から容器の
近傍の位置までシャフトを双方向に動かす駆動装置と、回転可能なシャフトの少なくとも
一部に沿って、そのシャフトから外に向かって延びて、中立位置において、コンベアの移
動する軌道に入るように延びている拡張部とを有する装置を用意する段階と、容器を装置
に向けて第１の方向に搬送する段階と、容器が装置を通り過ぎるときに拡張部をシャッタ
ー式閉鎖手段と係合させ、これにより拡張部が閉鎖手段を閉じた位置から開いた位置まで
、または、開いた位置から閉じた位置までスライドさせる段階とを含む。
【００１３】
　本発明の他の目的、特徴および利点は、以下の好ましい実施形態についての詳細な検討
から、当業者には明らかであろう。
【００１４】
〔好ましい実施形態の詳細な説明〕
　本発明は、図１に示した容器のような、スライド可能なシャッター式閉鎖手段がある容
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器を迅速かつ信頼性をもって開く、簡単な構造の開閉器を含む。この構造は、容器の位置
により、容器を開けるのに必要な力、または閉じるのに必要な力を容器の運動を利用して
得ることで、簡素化されている。
【００１５】
　概して、この開閉器は、回転可能であり、軸方向に平行移動できるシャフトを有する。
シャフトの軸は、シャッターを開ける動作の移動方向にほぼ垂直である。ほとんどの場合
、この方向は、容器の移動方向に垂直である。シャフトの少なくとも一部、好ましくは、
容器に最も近いシャフトの端部に取り付けられている、または、そこから延びているのは
、拡張部である。拡張部は、シャッター式閉鎖手段と係合し、シャッター式閉鎖手段を開
くおよび／または閉じるのに必要な力を与える。拡張部は、へらまたはひれのような形に
作ることができ、シャッター式閉鎖手段と係合するための比較的大きな表面積を有する、
比較的平坦な拡張部であることがある。
【００１６】
　拡張部は、閉鎖手段と係合していないときは、中立位置にある。もっとも、このシャフ
トは回転可能であるので、拡張部は、閉鎖手段と係合したときに、中立位置から動いて離
れることができる。拡張部を中立位置に戻すために、例えば、双方向に作用するねじりば
ねによる付勢力が与えられている。このねじりばねは、拡張部が中立位置から離れたとき
に、拡張部に力を加える。これにより、拡張部が、係合した後に毎回その適当な中立位置
に戻って、次の容器の閉鎖手段と係合する適当な位置に揃うことが保証される。もちろん
、装置は開くことも閉じることもできるので、拡張部が両方の方向に動く、すなわち、向
きを変えること、そして、付勢力が、向きが変わったどちらの位置からでも拡張部を中立
位置まで戻せることが必要である。
【００１７】
　前述したように、シャフトは軸方向に平行移動できる。つまり、シャフトは、その軸の
長手方向に沿って動かすことができる。好ましい実施形態では、容器を開けないことが望
ましい場合に、容器のシャッター式閉鎖手段から拡張部を遠ざけることができる。シャフ
トは、ソレノイド、サーボモータ、または、空気圧式もしくは油圧式駆動システムなどで
与えられた、適当などのような力でも軸方向に動かす、すなわち、平行移動させることが
できる。
【００１８】
　この開閉器は、拡張部と係合できる閉鎖手段であって、開閉するための力を与える容器
の移動に伴う拡張部と閉鎖手段との相互作用により開くまたは閉じる閉鎖手段を有する適
当などのような容器でも利用することができる。好ましい実施形態では、容器の閉鎖手段
がシャッター式の閉鎖手段であり、開口部を横切るように閉鎖手段をスライドさせること
により、容器の開口部が露出する。拡張部との係合を補助するように、閉鎖手段の表面か
ら延びる突起が設けられている。
【００１９】
　好ましい実施形態では、容器が図１に示したような試薬パックであることがあり、突起
部は、開閉器の拡張部と接触するようにシャッター式閉鎖手段から垂直に延びているリブ
であることがある。リブは、容器が拡張部を通り過ぎる際に、付勢されている拡張部にリ
ブが接触して、容器の移動方向により開いた状態または閉じた状態のいずれかへスライド
式閉鎖部を動かすように、十分な時間接触するよう配置しなければならない。
【００２０】
　好ましい実施形態では、容器は試薬を診断分析装置において保持するのに容器が用いら
れる。試薬容器は、分析装置に配置し保管することができ、好ましくは、より安定した状
態にするために冷蔵状態で保管される。好ましい実施形態では、容器がカルーセルに配置
されている。このカルーセルは、容器を、本発明の開閉器を通過させて接触させることが
でき、さらに、試薬計量供給装置に通すことができる。もちろん、直線的な搬送システム
を使用することもできる。
【００２１】
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　次に、図面に示した、好ましいが、限定するものではない実施形態について述べる。図
１は、前述したVitros（登録商標）ECi分析器のような診断分析装置で使用される公知の
試薬パック容器１０である。図１が示すように、容器には２つの試薬瓶１１ａおよび１１
ｂがあり、これらの試薬瓶は、それぞれ、開口部１２ａおよび１２ｂを有する。フレーム
１３ａ、１３ｂおよび１３ｃは、試薬瓶を収容し、スライド可能なシャッターを支持する
のに用いられている。縦方向の支持部１３ｂは、反応ウェル(reaction wells)を保持する
ために、管状に構成することがある。スライドシャッター式閉鎖手段１５は、試薬パック
１０の一番上に取り付けられている。図１の実施形態では、各開口部１２ａおよび１２ｂ
に対して、それぞれ、スライド可能な二股型シャッターを１つだけ使用しており、このシ
ャッターは、２つのセクション１５ａおよび１５ｂを有している。シャッターは、ピン１
５ｃによって試薬パックに回転可能に固定されている。
【００２２】
　本発明による開閉器とともに改良した図１の試薬パックを図２に示した。図２は、カル
ーセルトレイ（図２において不図示）に３つ並べられた試薬パックの上面図である。試薬
パックは、図１に示したものと同様であり、同じ参照番号は同じ特徴部を示している。図
１の試薬パックと、図２に示したものとの間の１つの大きな違いは、付加リブ１７ａおよ
び１７ｂを加えたことである。これらの付加リブにより、図２の実施形態に示した開閉器
３０がシャッター式閉鎖手段１５に係合可能となる。好ましくは、もともとのリブ１６ａ
および１６ｂは残し、本発明による開閉器がない診断分析装置で改良型試薬パックを使用
できるようにする。
【００２３】
　パックは、図２に矢印で示すように、時計方向Ｂおよび反時計方向Ａの両方に動くこと
ができる。図２には、さらに２つの開閉器３０が示されており、試薬パックの両側に１つ
ずつ配置されている。これも図３に示すように、開閉器は軸方向に可動であるシャフト３
１を有し、このシャフト３１は矢印Ｃで示す方向に動かすことができる。シャフト３１は
、図３に示すように、その軸回りに方向Ｄに回転することもできる。開閉器は、シャフト
の軸から遠ざかるように広がっている拡張部３２をさらに有している。拡張部は、リブ１
７ａおよび１７ｂと相互作用できる限りにおいて、所望のどのような形状または構成にす
ることもできる。好ましくは、拡張部は、パドルまたはブレードの形状をしている、つま
り、その厚みに比べて大きくて平坦な表面領域を有する。
【００２４】
　開閉器は、拡張部３２が試薬パックのリブと相互作用をすることができる限りにおいて
は、試薬パックの上にも、下にも取り付けることができる。好ましくは、開閉器は試薬パ
ックの上に取り付ける。図３に示したように、開閉器は、ブラケットまたはジャーナル４
０を用いて試薬パックの上に取り付ける。このブラケットまたはジャーナルは、分析装置
の適当な任意の部分に取り付けることができる。先に説明したように、シャフト３１は、
前述した、適するどのような駆動源によっても軸方向に平行移動可能であることがある。
好ましい実施形態では、駆動源が、シャフト３１の一番上に配置されたステッピングモー
タ３４であることがある。モータは、拡張部３２を昇降させて、試薬パックに接触させた
り、接触させなかったりするように制御することができる。このような特徴は、試薬パッ
クを開閉する必要はないが、試薬パックを回して開閉器のところを通過させる必要がある
場合に有用である。
【００２５】
　これも既に説明したように、拡張部はシャフト３１回りにいずれの方向にも回転するこ
とができるが、双方向に作用するねじりばね３３による付勢力の作用により、そのように
回転しないように付勢されている。拡張部に何の力も加わっていないときには、拡張部は
中立位置３２ａにあり、試薬パックが移動する経路に入るように延びている。試薬パック
が拡張部と係合すると、拡張部は、図２において仮想線で示した、偏向位置３２ｂまたは
３２ｃへ動く。係合しなくなった後には、ばね３３が拡張部を付勢して中立位置に戻す。
【００２６】
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　図４は、臨床分析装置の試薬保管ユニットにある試薬パックを示している。試薬パック
１０（スライド可能シャッター式閉鎖手段は不図示）は、コンベア５０に配置されている
。コンベア５０は、開閉器（図４において不図示）を通過するように試薬パックを回す。
【００２７】
　稼働時には、拡張部３２は、コンベア５０にある試薬パック１０の移動する軌道に入る
ようにサーボモータによって下げられる。試薬パックが図２に示すように方向Ｂに移動す
ると、リブ１６ａが、中立位置３２ａにある拡張部３２と接触する。接触すると、拡張部
３２は位置３２ｂの方へ回転することで向きを変える、すなわち、移動する。付勢力のた
めに、シャッター式開閉器もまた向きを変え、ピン１５ｃの回りにシャッターを回転させ
る。コンベアが回転し続けると、拡張部は次にリブ１７ａと接触し、位置３２ｂの方へさ
らに向きを変え、さらにシャッターをピン１５ｃ回りに回転させる。拡張部がリブ１７ｂ
と係合しなくなった後、拡張部は中立位置に戻り、シャッター式閉鎖手段は、試薬パック
１０ｂで示すように、開いた位置にいる。次に、試薬が、図５に関連して後述する試薬計
量供給プローブ１００により、試薬パックから吸引される。
【００２８】
　試薬パックの閉鎖は、開けるのとほとんど同じ方法で行われる。開いているパックが、
図２に示すように方向Ａにコンベア５０で運ばれると、中立位置３２ａにある拡張部がリ
ブ１７ｂと接触する。試薬パックが動くにつれ、拡張部３２は、シャフト３１回りに回転
することにより、位置３２ｃの方へ向きを変える。シャッター式閉鎖手段もまた向きを変
え、ピン１５ｃ回りに閉じ位置に向かって回転する。コンベアが方向Ａに回り続けると、
拡張部はリブ１６に接触して、シャッター閉鎖手段を閉じ位置へ向けてさらに回転させる
。拡張部３２がリブ１６と係合しなくなったら、拡張部３２は中立位置３２ａに戻る。
【００２９】
　図５は、本発明の一実施形態による試薬パック開閉器を使用できる好ましい臨床分析装
置を示している。分析装置の種類は、２０００年１月１３日出願され、言及することによ
り組み込まれる米国特許出願第０９／４８２，５９９号により詳細に記載されている。図
５に示されているように、試薬パック１０は、最初は装置の外にあるが、試薬ソースによ
って操作される部品である。試薬パック１０は、アッセイを行うのに必要な試薬を入れる
ように構成されている。一般に、試薬は、一種類以上の抗原性成分または抗血清成分を含
み、これらは、検体と化合して、反応容器にまたは反応容器と粘着するのに使用される。
【００３０】
　試薬ソースには、自動装填ステーション１１０がある。この自動装填ステーション１１
０は、いずれかの適当な駆動機構によって、試薬パックを試薬供給サブステーション１１
２との間で往復させる。適当な駆動機構とは、例えば、チェーンとスプロケット、ベルト
とプーリー、歯車列、連結されたベルト機構(linked belt mechanism)、ポールリンク(pa
wl links)などの一連の駆動式メカニカルリンク(a driven series of mechanical links)
などである。試薬ソースは、試薬供給部冷却器１２０をさらに有する。試薬供給部冷却器
１２０は、試薬の機能上要件（通常、約３～１５℃、好ましくは約４～１０℃）にしたが
って試薬供給サブステーションの内部を冷却する。このようにして試薬供給部冷却器１２
０は、試薬および反応容器を適当な湿度および温度に維持する。
【００３１】
　試薬ソースにはさらに試薬計量アーム１４５があり、この試薬計量アーム１４５は、可
動に取り付けられた試薬プローブ１００を有する。試薬計量アーム１４５は、試薬プロー
ブ１００を所定位置に配置して、試薬または希釈剤を反応容器に分配できるように、軸回
転することができる。試薬プローブ１００は、試薬および／または希釈剤を吸引し、搬送
し、そして反応容器に分配する。試薬プローブ１００は、縦方向にも移動し、開いている
試薬パック１０に浸かり、また、反応容器（ウェル）の近くまで降下するように、普通は
構成されている。これは、ステッピングモータ付き歯車列、ベルトとプーリーのアセンブ
リ、空気圧式または油圧式リフトなど、縦方向の運動を行わせるためのいずれかの公知の
機構によって行う。ラック・アンド・ピニオン駆動部に接続した細かいステップ（少なく
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とも縦方向移動で３９０ステップ／ｃｍであることが望ましい）のステッピングモータが
縦方向の運動を調節するのに好ましい機構である。軸回転が必要である場合、細かいステ
ップのステッピングモータ（普通、プローブまたはプローブアームを回転させるのに使用
するシャフトの一回転当たり少なくとも約１７２０ステップであることが望ましい）もま
た、回転させるシャフトの外径を備えた、すなわち外径に取り付けられたピニオンととも
に好ましい。ステッピングモータの制御、そしてそれ故にプローブおよび機構の動きの制
御は、当該技術において公知の技法で行われる。公知の技法とは、例えば、言及すること
により本明細書に組み込まれる米国特許第５，６４６，０４９号に記載されているものな
どである。
【００３２】
　稼働時には、バルブ、ポンプ、管材などからなるフルイディクスシステム(fluidics sy
stem)に接続することで試薬プローブ１００が流体を吸引し、分配する。試薬プローブ１
００は、減圧により充填され、減圧をやめることにより、または加圧することにより放出
する。
【００３３】
　標本供給ソースは、標本が入れられ、適当な反応容器（好ましくは、不図示のウェル）
に計量供給する。標本供給ソースは、バーコードを読み取るバーコード読取機２００によ
りデータ処理システムに入力を行うこともできる。バーコードは、試験管などの患者の標
本容器に配置することができる。標本供給ソースは、多くのサブシステムおよび部品をさ
らに有する。標本供給サブシステムは、上述したような標本識別データを入力するための
バーコード読取機２００、標本トレーコンベヤ２０５、１つ以上の標本トレー輸送部２１
０と、標本計量ステーションまで標本を移動させる位置決め装置２１５とを備えるサブシ
ステムである。標本計量ステーションは、標本位置決め装置の近くにある（すなわち、後
述するように、吻状部２３０が降下する位置にある）。
【００３４】
　標本トレーコンベヤ２０５は、容器を移動させるどのようなコンベヤシステムであって
もよく、電気的または機械的に移動可能な磁気駆動装置を利用することができる。この磁
気駆動装置は、標本トレー輸送部２１０の上にあるカルーセル２２０を前進させる。標本
トレー輸送部２１０は、磁気駆動装置が引き付ける磁気部品または鉄部品を有している。
代わりに、標本トレーコンベア２０５は、モータにより駆動されるチェーンとスプロケッ
ト機構、ポールリンク(pawl links)などの一連の駆動式メカニカルリンク(a driven seri
es of mechanical links)、ベルト駆動装置などを備えることもできる。好ましい標本ト
レーコンベヤは、楕円形状の磁気駆動式トラックシステムである。このシステムでは、標
本トレーが、好ましくは輸送部２１０の上にあるカルーセル２２０であり、輸送部２１０
は、磁気に引き付けられる部分を有する。これにより、標本トレーの下の位置から楕円形
トラックの外周に沿って磁場を回すことにより、標本トレーを楕円回りに移動させること
ができる。この構成では、歯車付きの部分によって標本トレーをそれ自体の中心軸回りに
回転させることができるように、標本トレーの外周に歯車を形成することもできる。ここ
で、歯車付きの部分は、例えば、バーコード読取機２００の近くにある（あるいは、楕円
形トラックの外側に沿った他のいずれか適当な位置にある）位置決め装置２１５などであ
る。
【００３５】
　標本計量サブシステムは、標本を吸引し、吻状部２３０を介して反応容器に分配する。
吻状部およびそれに関連する計量アーム２４５は、前述した試薬計量アーム１４５と構造
が同様であることが好ましい。それを使って標本を吸引し配分することができる使い捨て
チップ（図示せず）は、好ましくは吻状部に装着されており、使用後に処分される。この
チップは、好ましくは円錐形であり、円錐体の頂点が下に向けられている。適当なロボッ
トコマンドを用いて、吻状部をチップに被せるように配置し、チップを押し付けて一時的
に装着する（チップの中空部に吻状部を入れる）。便宜上、チップの供給はチップ供給カ
ルーセル（図示せず）上に維持することができる。チップは、吻状部駆動装置を一番上ま
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で移動させて、排出器スリーブ（図示せず）を作動させることにより、同じように取り外
すことができる。一般に、使い捨てチップは、ポリエチレンまたはポリプロピレンなどの
熱可塑性材料を成型したものからなる。このようなチップにより、標本および個々の吻状
端部が直接かつ繰り返し接触することが回避される。
【００３６】
　稼働時には、標本計量サブシステムは試薬計量システムと同様に機能する。標本カルー
セル２２０に載せられた標本は、吻状部２３０が届く場所まで動かされる。使い捨てチッ
プを吻状部に装着した後に、システムが吻状部を標本容器の真上まで旋回させる。次に、
吻状部が、カルーセルにある管などの容器の中へと降ろされ、行おうとしているアッセイ
に十分である所定量の標本が吸引される。次に、不図示の外輪にあるウェルの上の位置ま
で吻状部が旋回され、標本が分配される。標本をウェルに分配するのは、試薬をウェルに
分配する前であることが好ましい。このときに、吻状部を用いて、標本がウェルに適切に
計量分配されることを確認することができる。これは、吻状部にセンサーを取り付けるこ
とにより行う。センサーは、例えば、標本計量アーム２４５にある光学センサーなどであ
る。この（不図示の）センサーは、（不図示の）変換器およびデータ処理システム６００
とつながっている。センサーは、当該技術において公知なように、静電容量を使った圧力
差により、あるいは反射エネルギーにより標本の高さを検出することが好ましい。光学セ
ンサーは、吻状部をその適切な位置に戻すのにも使用できる。標本を計量および測定した
後に、前述したように試薬をウェルに分配することが好ましい。標本と試薬の混合は、部
分的に混合させるのに充分な速度で標本の入っているウェルに試薬を分配して行う。
【００３７】
　アッセイによっては、標本の希釈が必要である。このような場合、標本はまず希釈容器
に計量供給される。希釈容器は、普通、入れた試薬が付着するいかなる試薬その他の材料
によっても処理されてないという点を除き、前述したウェルと実質的に同様であることが
好ましい。つまり、希釈容器は、対象としている免疫化学反応については機能的に不活性
である。吻状部２３０は、他のアッセイと同様に、標本を計量供給するのに用いられる。
【００３８】
　処理システムでは、標本、試薬、および（オプションとして）希釈剤が入っている反応
ウェルを信号試薬(signal reagent)と混合し、インキュベータ３００で培養する。標本検
体（sample analyte）および試薬の反応における化学発光または他の妥当な信号の発生も
このシステムで読み取られる。ウェル洗浄アーム３１０およびウェル洗浄プローブ３１５
は、ウェル洗浄サブシステムの主要な構成要素である。ウェル洗浄サブシステムの機能は
、ウェルを洗浄し、標本および非結合試薬を除去することである（検体は、後に読み取ら
れる信号を発現させる試薬とともに反応容器の壁に付着している）。インキュベータ３０
０内では温度および湿度が、所定時間、行っているアッセイに適した温度に調節される。
培養時間は、アッセイにより異なることがあり、データ処理システムにより管理される。
【００３９】
　ウェル洗浄サブシステムに戻って、適当に培養した後、ウェル洗浄プローブ３１５（試
薬プローブ１００と構造が同じであることが好ましい）を操作して、標本および非結合の
試薬を反応ウェルから出すように吸引、分配し、次に洗浄液をウェルに分配し、再び吸引
、配分する。このように、反応ウェル内では、この時点までに試薬と検体が反応し、ウェ
ルに付着している。ウェル洗浄アームにより、未反応であり、および／または、洗浄しな
ければ標本の読み取りを妨げる可能性がある材料が除去されている。
【００４０】
　このような機器は、未測定の材料が反応容器に付着し、容器の中身がさらに処理される
、または何らかの読み取りが行われるように構成することもできる。そのような場合、こ
れらの材料を吸引して別の容器に分配しなければならないであろう。
【００４１】
　ウェル洗浄が完了すると、ウェル洗浄アーム３１０は、移動可能に取り付けられている
ウェル洗浄プローブ３１５を所定位置に関節式に連結し、標本および非結合試薬を吸引し
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、洗浄液を反応容器に分配する。普通、洗浄液は、ウェル洗浄プローブ３１５が反応ウェ
ルから外に持ち上げられたら分配する。信号試薬サブシステムは、その主な構成要素とし
て、信号試薬アーム４１０、信号試薬プローブ４００、信号試薬（パック）４２０、およ
び注入／汲み上げ装置(prime/pump assembly)４１５を備えている。信号試薬アーム４１
０に移動可能に取り付けられている信号試薬プローブ４００（既に説明した他のプローブ
と構造が同様であることが好ましい）は、信号試薬を信号試薬パック４２０から吸引し、
運び、ウェルに分配する。信号試薬アーム４１０は、このために注入／汲み上げ装置４１
５に取り付けられている。信号試薬は、反応した試薬／標本化合物（例えば、ルミノール
誘導体(luminol derivatives)）との化合により信号を生成する成分を含有する合成物で
ある。ルミノメータ(luminometer)５００は、光電子増倍管５２０と接続されている光フ
ァイババンドル５１０から構成されており、光電子増倍管５２０は、さらにデータ処理シ
ステム６００と接続されている。稼働時には、試薬およびオプションとして希釈剤が混ぜ
てある標本の上に光ファイババンドル５１０を配置する。試薬／標本化合物が反応して発
生した化学発光信号は、光電子増倍管に送られる。光電子増倍管は、従来のデジタル技術
により処理できるように、光信号を電気信号に変換する。ルミノメータ５００を較正には
、内蔵のレファレンス（図示せず）を用いることができる。
【００４２】
　データ処理システム６００は、システムとサブシステムの機能を協調させ、システム診
断を実行し、機器を較正し、結果を記録し、結果を分析するために用いられる統合された
回路列である。データ処理システム６００にはマイクロプロセッサなど公知の処理装置が
含まれ、任意の数の外部処理システムと電気的に接続されていてもよい。例えば、データ
処理システム６００はローカルエリアネットワークを介して他の分析機器に接続されてい
てもよい。これにより、多数の異なる検定について、テストが計画され、結果が集計され
て報告されるが、そのうち幾つかの分析はここに述べる機器上で実行されるものではない
。
【００４３】
　このように、上記した本発明の利点は、臨床分析機のための試薬パックの開閉に必要な
時間が短縮されることである。例えば、実施形態によっては、試薬パックの開閉に必要で
あった約８秒のほとんどを削減して、試薬分配タイミングサイクルを２８秒から２０秒に
短縮することができる。これにより、分析器のスループットスピードがかなり増す可能性
が高まる。図面に関連して上述した好ましい実施形態では、本発明に係る開閉器で使用で
きる試薬パックを従来の開閉器を有する分析機にも使用することができる。したがって、
旧型機に対する互換性は維持されている。
【００４４】
　本発明による開閉方法は、コンピュータが読み取ることができるプログラムコードを有
し、当該技術で公知である方法で、分析機のコンピュータ・コントローラとつながってい
るコンピュータプログラムで実行することができる。
【００４５】
　本発明の化合物、構成、および処理にさまざまなに変更および変形できることは、当業
者には明らかであろう。したがって、添付した特許請求の範囲及びその均等の範囲内にあ
ることを条件として、本発明は、このような変更や変形をカバーすることが意図されてい
る。
【００４６】
　上記に引用した全ての刊行物の開示内容は、各々に個別に言及して組み込む場合と同じ
範囲で、その全体が言及することにより本明細書に組み込まれる。
【００４７】
〔実施の態様〕
（１）　容器を開閉する装置であって、該装置を通過していくスライド可能なシャッター
式閉鎖手段を有する、装置において、
　前記スライド可能なシャッターの移動方向に垂直な軸を有する回転可能なシャフトであ
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って、いずれの方向の回転に対しても付勢されているシャフトと、
　開閉のために、前記容器から離れた位置から前記容器の近傍の位置まで前記シャフトを
双方向に動かす駆動装置と、
　前記回転可能なシャフトの少なくとも一部に沿って前記シャフトから外に向けて移動の
軌道に入るように広がり、これにより、前記容器の前記シャッター式閉鎖手段と係合して
、前記シャッター式閉鎖手段を開位置から閉位置まで、または閉位置から開位置まで動か
すようになっている拡張部と、
　を備える、装置。
【００４８】
（２）　実施態様１記載の装置において、
　いずれの方向の回転に対しても前記シャフトを付勢するねじりばねをさらに備えている
、装置。
【００４９】
（３）　自動分析装置用の試薬ソースにおいて、
　開位置と閉位置との間でスライドするシャッター式閉鎖手段を有する容器を備えた試薬
ソースと、
　前記容器を開閉する装置と、
　を備え、
　前記装置が、
　　　前記スライド可能なシャッターの移動方向に垂直な軸を有する回転可能なシャフト
であって、いずれの方向の回転に対しても付勢されているシャフトと、
　　　開閉のために、前記容器から離れた位置から前記容器の近傍の位置まで前記シャフ
トを双方向に動かす駆動装置と、
　　　前記回転可能なシャフトの少なくとも一部に沿って前記シャフトから外に向けて広
がる拡張部であって、これにより、前記容器が搬送されて前記拡張部を通り過ぎるときに
、前記容器の前記シャッター式閉鎖手段と係合するように配置される、前記拡張部と、
　　　開閉のために、前記容器を前記装置と係合させるように、かつ、前記装置を通過す
るように搬送する二方向コンベアと、
　を備えている、
　試薬ソース。
【００５０】
（４）　実施態様３記載の試薬ソースにおいて、
　いずれの方向の回転に対しても前記シャフトを付勢するねじりばねをさらに備える、試
薬ソース。
（５）　実施態様３記載の試薬ソースにおいて、
　前記容器を搬送するコンベアの動作が前記容器を開けるための力を与える、試薬ソース
。
（６）　実施態様３記載の試薬ソースにおいて、
　前記コンベアがターンテーブルであり、前記容器が前記ターンテーブルに配置されてお
り、前記拡張部が、前記容器が移動する軌道に入るように延びる、試薬ソース。
【００５１】
（７）　実施態様３記載の試薬ソースにおいて、
　前記閉鎖手段が、前記拡張部と係合する突起部を備えている、試薬ソース。
（８）　実施態様７記載の試薬ソースにおいて、
　前記突起部が、前記閉鎖手段から縦方向に延びるリブである、試薬ソース。
（９）　実施態様３記載の試薬ソースにおいて、
　前記閉鎖手段は、前記閉鎖手段の一部を固定するためのピンと、少なくとも１つの自由
端とを有し、前記自由端は、開位置及び閉位置の間をスライドし、前記ピン回りに回転す
る、試薬ソース。
【００５２】
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（１０）　実施態様９記載の試薬ソースにおいて、
　前記容器は個別に２つの流体を保持するために２つのチャンバーを有し、前記容器の開
口部は隣り合って並んでおり、前記閉鎖手段の一部を固定するための前記ピンは前記開口
部の間に配置されており、前記少なくとも１つの自由端には、前記ピンの両側にある２つ
の自由端が含まれ、前記２つの自由端の各々は、前記容器の各々の開口部を塞ぐ、試薬ソ
ース。
【００５３】
（１１）　自動分析装置において、
　標本供給ソースと、
　標本計量供給ステーションと、
　反応容器と、
　実施態様３記載の試薬ソースと、
　前記標本の特性を測定する測定機器と、を備える、自動分析装置。
【００５４】
（１２）　実施態様１１記載の自動分析装置において、
　いずれの方向の回転に対しても前記シャフトを付勢するねじりばねをさらに備える、自
動分析装置。
（１３）　実施態様１１記載の自動分析装置において、
　前記容器を搬送する前記コンベアの動作が前記容器を開くための力を与える、自動分析
装置。
（１４）　実施態様１１記載の自動分析装置において、
　前記コンベアがターンテーブルであり、前記容器が前記ターンテーブルに配置されてお
り、前記拡張部が前記容器の移動する軌道に入るように延びている、自動分析装置。
【００５５】
（１５）　実施態様１１記載の自動分析装置において、
　前記閉鎖手段は、前記拡張部と係合する突起部を備えている、自動分析装置。
（１６）　実施態様１５記載の自動分析装置において、
　前記突起部は、前記閉鎖手段から縦方向に延びるリブである、自動分析装置。
（１７）　実施態様１１記載の自動分析装置において、
　前記閉鎖手段は、前記閉鎖手段の少なくとも一部を固定するためのピンと、少なくとも
１つの自由端とを有し、前記自由端は、開位置及び閉位置の間でスライドし、前記ピン回
りに回転する、自動分析装置。
【００５６】
（１８）　実施態様１７記載の自動分析装置において、
　前記容器は個別に２つの流体を保持するために２つのチャンバーを有し、前記容器の開
口部は隣り合って並んでおり、前記閉鎖手段の一部を固定するための前記ピンは前記開口
部の間に配置されており、前記少なくとも１つの自由端には、前記ピンの両側にある２つ
の自由端が含まれ、前記２つの自由端の各々は、前記容器の各々の開口部を塞ぐ、自動分
析装置。
【００５７】
（１９）　容器および容器開閉器の組み合わせにおいて、
　スライド可能なシャッター式閉鎖手段を有する容器と、
　前記容器を開閉する装置と、
　を備え、
　前記装置が、
　　　前記スライド可能なシャッターの移動方向に垂直な軸を有する後退可能で回転可能
なシャフトであって、いずれの方向の回転に対しても付勢されているシャフトと、
　　　前記回転可能なシャフトの少なくとも一部に沿って前記シャフトから外に向かって
延びており、これにより、前記容器の前記シャッター式閉鎖手段と係合するようになって
いる拡張部と、
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　容器および容器開閉器の組み合わせ。
【００５８】
（２０）　実施態様１９記載の容器および容器開閉器の組み合わせにおいて、
　前記閉鎖手段は、前記閉鎖手段の一部を固定するためのピンと、少なくとも１つの自由
端とを有し、前記自由端は、前記開位置及び前記閉位置の間をスライドし、前記ピン回り
に回転する、容器および容器開閉器の組み合わせ。
（２１）　実施態様２０記載の容器および容器開閉器の組み合わせにおいて、
　前記容器は個別に２つの流体を保持するために２つのチャンバーを有し、前記容器の開
口部は隣り合って並んでおり、前記閉鎖手段の一部を固定するための前記ピンは前記開口
部の間に配置されており、前記少なくとも１つの自由端には、前記ピンの両側にある２つ
の自由端が含まれ、前記２つの自由端の各々は、前記容器の各々の開口部を塞ぐ、容器お
よび容器開閉器の組み合わせ。
【００５９】
（２２）　容器を開閉するための方法において、
　閉位置にあり、開位置へスライド可能であるか、開位置にあり、閉位置にスライド可能
であるシャッター式閉鎖手段を有する容器を用意する段階と、
　前記容器を開閉する装置であって、
　　　前記スライド可能なシャッターの移動方向に垂直な軸を有する回転可能なシャフト
であって、いずれの方向の回転に対しても付勢されているシャフトと、
　　　開閉のために、前記容器から離れた位置から前記容器の近傍の位置まで前記シャフ
トを双方向に動かす駆動装置と、
　　　前記回転可能なシャフトの少なくとも一部に沿って、前記シャフトから外に向かっ
て延びて、中立位置において、前記コンベアの移動する軌道に入るように延びている拡張
部とを備えている装置を用意する段階と、
　前記容器を前記装置に向けて第１の方向に搬送する段階と、
　前記容器が前記装置を通り過ぎるときに前記拡張部を前記シャッター式閉鎖手段と係合
させ、これより前記拡張部が前記閉鎖手段を閉じた位置から開いた位置まで、または、開
いた位置から閉じた位置までスライドさせる段階と、を含む、方法。
（２３）　実施態様２２記載の方法において、
　前記拡張部と前記シャフトは、前記シャッター式閉鎖手段と係合しながら、前記容器の
移動方向に回転する、方法。
（２４）　実施態様２３記載の方法において、
　前記拡張部および前記シャフトは、前記閉鎖手段から外れ、前記拡張部および前記シャ
フトは、外れた後に前記中立位置に回転して戻る、方法。
【図面の簡単な説明】
【００６０】
【図１】当該技術分野において公知の試薬パック容器の斜視図である。
【図２】本発明の好ましい実施形態による試薬パックと開閉器の概略上面図である。
【図３】本発明の好ましい実施形態による開閉器の側面断面図である。
【図４】本発明とともに用いることができる試薬保管ユニットの斜視図であり、試薬パッ
クを回すためのカルーセルを示している。
【図５】本発明とともに用いることができる診断分析装置の斜視図である。
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              米国特許第５６４６０４９（ＵＳ，Ａ）　　　
              特開２００６－０３０１７０（ＪＰ，Ａ）　　　
              特表平０７－５０５３４３（ＪＰ，Ａ）　　　
              米国特許出願公開第２００５／１２４３６７（ＵＳ，Ａ１）　　
              米国特許第５３２２６６８（ＵＳ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｇ０１Ｎ　　３５／００－３５／１０　　　　
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